
議案第４０号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 平成２１年度狭山市介護保険特別会計補正予算（第３号）について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分

したので、その承認を求める。 

 

 

  平成２２年４月２３日提出 

 

        狭山市長 仲 川 幸 成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

専  決  処  分  書 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定により、専決処分する。 

 

平成２１年度狭山市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

補正予算別紙のとおり 

 

 

平成２２年３月３１日 

 

狭山市長 仲 川 幸 成 

 

 



   平成２１年度狭山市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 平成２１年度狭山市介護保険特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

１ 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ４ ０ ２ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 

７，２４１，０３８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「別表 歳入歳出予算 

 補正」による。 

 

別表 歳入歳出予算補正 

 歳 入                                                 （単位 千円） 

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計 

 ３５０ ４０２ ７５２ ５ 財 産 収 入 

１ 財 産 運 用 収 入 ３５０ ４０２ ７５２ 

歳   入   合   計 ７，２４０，６３６ ４０２ ７，２４１，０３８ 

 

 歳 出                                                 （単位 千円） 

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計 

 ２３９，７０６         ４０２       ２４０，１０８ ４ 基 金 積 立 金 

１ 基 金 積 立 金      ２３９，７０６         ４０２      ２４０，１０８ 

歳   出   合   計    ７，２４０，６３６        ４０２    ７，２４１，０３８ 



 


